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目

次

告

示

○
理
容
師
法
に
よ
る
管
理
理
容
師
の
講
習
会
の
指
定

(

保
健
衛
生
課)

…

�

○
美
容
師
法
に
よ
る
管
理
美
容
師
の
講
習
会
の
指
定

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
名
称
及
び

所
在
地
の
変
更
の
届
出

(
障
害
福
祉
課)

…

�

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
の
要
領

(
漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

公

告

○
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

(

建
築
住
宅
課)
…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

東
青
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

三
八
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
百
十
九
号

理
容
師
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管

理
理
容
師
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
の
二
六

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

開
催
日
時
及
び
場
所

三

受
講
対
象
者

理
容
師
の
免
許
を
受
け
た
後
三
年
以
上
理
容
の
業
務
に
従
事
し
た
者

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
の
八

第
一
広
瀬
ビ
ル
七
階

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

五

受
講
料

一
万
八
千
円

青
森
県
告
示
第
百
二
十
号

美
容
師
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

美
容
師
の
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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日

時

場

所

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日

(

月)

、
平
成
二
十

二
年
六
月
十
四
日

(

月)

、
平
成
二
十
二
年
六

月
二
十
一
日

(

月)

の
三
日
間
の
午
前
九
時
か

ら

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

�
�
�
�



� �

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
の
二
六

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

二

開
催
日
時
及
び
場
所

三

受
講
対
象
者

美
容
師
の
免
許
を
受
け
た
後
三
年
以
上
美
容
の
業
務
に
従
事
し
た
者

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
の
八

第
一
広
瀬
ビ
ル
七
階

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

五

受
講
料

一
万
八
千
円

青
森
県
告
示
第
百
二
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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日

時

場

所

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日

(

月)

、
平
成
二
十

二
年
六
月
十
四
日

(
月)
、
平
成
二
十
二
年
六

月
二
十
一
日

(

月)

の
三
日
間
の
午
前
九
時
か

ら

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

居
宅
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の
届

出
年
月
日

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉

法
人
フ
ァ

ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

訪
問
看

護

ハ
ピ
ネ
ス

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

平
成

��

･

�･

�
平
成

��

･

�･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の
届

出
年
月
日

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉

法
人
フ
ァ

ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

介
護
予

防
訪
問

看
護

ハ
ピ
ネ
ス

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
戸
郡
五
戸
町

字
姥
堤
三
四
の

一

平
成

��･

�･

�
平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人

恩
幸
会

弘
前
市
大
字
石

川
字
石
川
九
七

介
護
予

防
訪
問

介
護

石
川
訪
問

看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

や
す
ら
ぎ

弘
前
市
大
字
石

川
字
大
仏
下
二

五
の
一

��

･

�･

�
��

･

�･

�

区

分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

な
か
ざ
わ
整
形
外
科
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
湊
高
台
二
丁
目
一
二
の
二

変
更
後

な
か
ざ
わ
ス
ポ
ー
ツ
ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
館
下
一

平
成
��･

�･

�

� �
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青
森
県
告
示
第
百
二
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

二
年
二
月
十
九
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
つ
が
る
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

つ
が
る
市
木
造
若
緑
六
一
の
一

つ
が
る
市

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

つ
が
る
市
木
造
若
緑
六
一
の
一

つ
が
る
市
長

福
島
弘
芳

二

埋
立
区
域

１

位
置

つ
が
る
市
富
�
町
屏
風
山
一
番
一
七
七
八
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点

を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
一
五
二
〇

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
〇
秒
六
〇
七
〇

②
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
三
七
二
七

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
四
八
秒
四
三
七
一

③
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
四
〇
秒
二
四
一
九

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
四
八
秒
五
九
一
〇

④
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
四
〇
秒
〇
一
九
五

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
〇
秒
七
七
八
七

⑤
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
四
一
二
二

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
〇
秒
六
七
一
一

⑥
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
四
一
四
〇

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
〇
秒
六
五
三
四

３

面
積

一
、
三
九
二
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

つ
が
る
市
富
�
町
屏
風
山
一
番
一
七
七
八
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
エ
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点

を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
八
秒
七
八
五
八

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
〇
秒
九
九
一
八

イ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
〇
五
一
四

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
四
八
秒
三
八
〇
二

ウ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
四
〇
秒
二
四
一
九

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
四
八
秒
五
九
一
〇

エ
の
地
点

北
緯

四
〇
度
五
八
分
三
九
秒
九
七
六
三

東
経

一
四
〇
度
一
八
分
五
一
秒
二
〇
二
七

３

面
積

二
、
二
八
二
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

平
成
二
十
二
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森

県
建
築
士
法
施
行
細
則

(
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
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よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

�

学
科
の
試
験

�

日
時

平
成
二
十
二
年
七
月
四
日

(

日)

午
前
十
時
か
ら

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

�

設
計
製
図
の
試
験

�

日
時

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日

(

日)
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

２

木
造
建
築
士
試
験

�

学
科
の
試
験

�

日
時

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
五
日

(

日)

午
前
十
時
か
ら

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

�

設
計
製
図
の
試
験

�

日
時

平
成
二
十
二
年
十
月
十
日

(

日)

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

二

受
験
申
込
手
続

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
に
二
級
建
築
士
試

験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人

情
報
の
使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

�

受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

(

木)

か
ら
同
月
七
日

(

水)

ま
で

�

受
験
申
込
方
法

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(http://w
w
w
.jaeic.jp/)

に

お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
込
む
こ
と
。

２

受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
み

�

受
験
申
込
書
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
十
二
日

(

月)

か
ら
同
月
十
六
日

(

金)

ま
で

(

た
だ
し
、
八
戸
市

で
の
受
付
は
同
月
十
三
日

(

火)

ま
で
と
す
る
。)

�

受
験
申
込
書
受
付
場
所

�

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

�

八
戸
市
一
番
町
一
丁
目
九
の
二
二

八
戸
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
ユ
ー
ト
リ
ー

�

受
験
申
込
書
類
及
び
添
付
書
類
等

�

受
験
申
込
書

(

受
験
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
無
帽
、
無
背
景
、
正
面
上
三
分
身
を
写
し
た
証
明
写
真
を
ち
ょ

う
付
し
た
も
の)

�

受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
学
校
卒
業
証
明
書
、
検
定
合
格
証
明
書
、
そ
の
他

建
築
に
関
す
る
実
務
経
験
に
つ
い
て
の
証
明
書

�

受
験
申
込
用
紙
の
請
求
先

社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
・
建
築
士
会
各
支
部
へ
請
求
す
る
こ
と
。

三

合
格
発
表

１

二
級
建
築
士
試
験

�

学
科
試
験

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
頃

�

設
計
製
図
試
験

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日
頃

２

木
造
建
築
士
試
験

�

学
科
試
験

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
頃

�

設
計
製
図
試
験

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日
頃

四

そ
の
他

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会

(

電
話
〇
一
七
―
七

七
三
―
二
八
七
八)
に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。
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� �

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
三
島
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

三
上

巖

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
三
島
三
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
二
七
一
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の

許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

タ
ク
ミ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

木
村

昌
義

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
城
下
二
丁
目
一
二
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
一
五
一
七
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。建

設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
八
戸
左
官
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

河
原
木

一
幸

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
二
の
三
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
二
三
一
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


